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I. 国際機構に類似する存在 
 
 ここまで、国際機構について法的な観点から検討を重ねてきた。しかし、根本に立ち

返って「国際機構」を定義しようとすると、なかなか容易でないことに気が付く。 
 たとえ ば 、 1969 年 の 条 約 法条約は、  “‘international organization’ means an 
intergovernmental organization”という非常に単純な定義を採用している（2 条 1 項(i)）。
1986 年の国際機構条約法条約も同様である（2 条 1 項(i)）。しかし、この定義によれば、

WTO などは国際機構ではないことになってしまう。そこで、国連国際法委員会が 2011
年に採択した国際機構責任条文においては、もう少し広い定義が採用されている（2 条

(a)）。 

“international organization” means an organization established by a treaty or other 
instrument governed by international law and possessing its own international legal 
personality. International organizations may include as members, in addition to States, 
other entities” 

この定義で十分だろうか。以下の例 1を基に考えてみよう。 
 言葉の定義は、原理的に自由である。したがって、「国際機構とは何か」という問は、

「どのようなものを『国際機構』として理解すべきか」という問に他ならない。「国際

機構」と「国際機構に似ているが、違うもの」とをどのような基準で区別するのが適切

なのか、あるいは何のためにそのような区別をするのか、を考えてみよう。 
 
 
1. 国際決済銀行（BIS） 
 国際決済銀行（日銀サイト）2は、1930 年の BIS 条約（League of Nations Treaty Series, vol. 

104, pp. 442-443）の附属書たる BIS 設立憲章（同 pp. 444-447）により設立された。BIS 条

約も BIS 設立憲章も国家間合意であり、設立憲章の 6 項には BIS の免除に関する規定

も置かれている。しかし、BIS 条約 1 条は、この BIS 憲章がスイス法上の効果を与えら

れるべきと定めている。さらに、設立憲章 2 項は BIS の設立はこれまた条約附属書であ

る定款（同 p. 448 以下）により規律されると定めており、定款 1 条は BIS は株式会社と

して設立されると定めている。すなわち、BIS はスイス法上の法人（株式会社）と考えら

れる。BIS 条約の起草過程において、BIS が “la qualité de personne juridique internationale”
（国際法人としての資格）を有するとの原案が法律家委員会により作成されたが、国家

代表会議において、この表現が何を意味するのかはっきりせず、将来に悪影響をもたら

 
1 ここに挙げたもの以外にも類似の例は多い。参照、Shotaro Hamamoto, “Joint Undertakings”, 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, online edition, 2013. 電子リソースへのアクセ

ス方法。 

2 矢後和彦「国際決済銀行の過去と現在」（成城大学）経済研究所年報 26 号（2013 年）97 頁。 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf
https://www.bis.org/
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/intl/g05.htm/
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20104/v104.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%20104/v104.pdf
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e956?rskey=xcNL4p&result=1&prd=MPIL
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505
https://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/erdb/13505
http://id.nii.ac.jp/1109/00003337/
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しかねないとの懸念が示され、削除された 3。もっとも、設立当初から、BIS の活動の

根拠は国際法にあることなどを理由に BIS は国際法主体であるとの主張は見られた 4。 
 設立から 50 年以上を経た 1987 年に、BIS とスイスとの間に、スイスにおける BIS の

法的地位に関する合意が締結された。その 1 条は、以下のように定める。 

Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité 
juridique en Suisse de la Banque des Règlements Internationaux. 

【仮訳】スイス連邦参事会は、国際決済銀行の国際法人格とスイスにおける法

的能力とを承認する。 

 さらに、第 2 部 9.「紛争処理（2）」で触れた BIS 対 Reineccius 事件において、仲裁廷

は 2002 年の仲裁部分判断（Partial Award）で次のように述べた。 

112. While the internal structure of the Bank was, according to Article 1 of the Statutes, 
“a Company limited by Shares,” and the Board of the Bank was comprised, on a 
permanent basis, of the governors of the central banks of the seven founding States 
and their nominees, the essential international character of the Bank is apparent 
from its treaty origin. 

113. Moreover, the functions of the Bank were quintessentially public international in 
their character. […] 

[…] 

118. For the above reasons, the Tribunal finds that the Bank for International Settlements 
is a sui generis creation which is an international organization. 

 1930 年時点と 2002 年時点とでどのように理解が変遷しているだろうか。 
 
 
2．国際捕鯨委員会（IWC） 
 国際捕鯨委員会は、1946 年の捕鯨取締条約 3 条により設立された。外務省サイトに

よれば、「鯨資源の保存及び利用についての規則の採択」等を行う。捕鯨取締条約 1 条

は、付表（Schedule）は条約と一体不可分とされる。付表の改正は国際捕鯨委員会によっ

てなされる（5 条）（現在の付表）。3 条 6 項は、国連専門機関になるかどうか検討すべき

ことを定めている。事務局はケンブリッジにあり、イギリスとの間で本部協定が締結さ

れている（1981 年、2000 年に改正されているが、講義での議論には関係しない）。 
 IWC は国際機構だろうか。 
 

 
3 John Fischer Williams, “The Legal Character of the Bank for International Settlements”, American 
Journal of International Law, vol. 24, 1930, p. 665, p. 671-672. 

4 Benvenuto Griziotti, « La Banque des règlements internationaux », Recueil des cours de l’Académie de 
droit international de La Haye, 1932-IV, p. 353, p. 398. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870018/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19870018/index.html
https://pca-cpa.org/en/cases/91/
https://pcacases.com/web/sendAttach/672
https://iwc.int/en/
https://archive.iwc.int/?r=3607
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/whale/iwc.html
https://archive.iwc.int/?r=3606
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20997/volume-997-I-14619-English.pdf
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EJ08756889
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EJ08756889
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EJ08731309
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EJ08731309
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3. 国際刑事警察機構（Interpol） 
 前身の国際刑事警察委員会（Commission internationale de la police criminelle）は、1923
年の国際警察会議の決議により設立された。この国際警察会議は、ウィーン警察の長に

より招集され、参加者は各国警察組織に属する者であり、国家代表として参加するもの

もあれば、私的資格で参加するものもあった 5。したがって国家間の合意により設立さ

れたとは言い難い。その後、1956 年に国際刑事警察機構（International Criminal Police 
Organization）と改称し、略称として ICPO-INTERPOL を採用した。その際に採択された

設立規程（リンク先は現行の 2016 年版）も条約の形態を取っていない。政治からの活動の

独立性を図るために政府間ではなく警察機関間協力の形を取りつつ、活動しやすくする

ために国際機構「であるかのように」見えるように名称を変更したり旗を定めたりした

とされている 6。 
Interpol は、国連では当初 NGO として扱われていた。1968 年の経社理決議 1296 (XLIV) 

“Arrangements for consultation with non-governmental organizations”（E/4548, p. 21）では、

“Any international organization which is not established by intergovernmental agreement shall 
be considered as a non-governmental organization for the purpose of these arrangements”（パラ

7）とされており、このような認識に基づいていたものと思われる。しかし、1969 年に

見直しの検討が始まり（経社理決定 Review of non-governmental organizations granted consultative 

status〔E/4715, p. 24(d)〕）、経社理決議 1296 (XLIV)を踏まえてももはや経社理との特別の

協定が必要である（すなわち、non-governmental organization として扱い続けるべきではない）

との決定が経社理 NGO 委員会で 1970 年になされ（E/4799, paras. 16-19）、翌 71 年に同委

員会で国連との協定案が採択され（E/4945, paras. 6-11, Annex III）、続いて経社理で採択さ

れた（決議 1579 (L), E/5044, p. 23）。 
そして、Interpol は 1972 年にフランスと本部協定を締結（1982 年に新たな本部協定が締

結され、1972 年協定は終了）し、一定の特権免除を認められている 7。1972 年の本部協定

はフランスの公式条約集に掲載されており、1982 年の本部協定はフランスにより 2006
年になって国連に登録されている（国連憲章 102 条）。また、アメリカ合衆国の国際機構

免除法においても、Interpol は免除を共有する「公的国際機構（a public international 

organization）」とされている（冒頭の定義条項）。ドイツやアルゼンチンなどの諸国や国連

も、Interpol と締結した合意を条約として国連に登録している。さらに、Interpol は国際

 
5 Mathieu Deflem, Policing World Society, Oxford University Press, 2004, p. 126. 

6 Michael Fooner, Interpol, Plenum Press, 1989, p. 67. 

7 2008 年にさらに新たな本部協定が締結され、1982 年の本部協定は廃棄されている。2008 年

の本部協定は､フランス外務省の条約サイトには掲載されているが、国連条約集には 2024 年時

点で掲載されていない。 

https://www.interpol.int/fr/content/download/5667/file/1923-Resolutions.pdf
https://www.interpol.int/fr/content/download/5667/file/1923-Resolutions.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5695/file/Statute%20of%20the%20CCF-EN.pdf?inLanguage=eng-GB
https://digitallibrary.un.org/record/228994/files/E_4548-EN.pdf?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/229371/files/E_4715-EN.pdf?ln=en
https://undocs.org/e/4799
https://undocs.org/e/4945
https://digitallibrary.un.org/record/229073/files/E_5044-EN.pdf?ln=en
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/vue-consult/mae_internet___traites/TRA19720163
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800d0ca5
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800d0ca5
https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title22/html/USCODE-2024-title22-chap7-subchapXVIII.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title22/html/USCODE-2024-title22-chap7-subchapXVIII.htm
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=080000028006afe1
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002806100ff
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800a3768
https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=08000002800a3768
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&clang=_en
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB04491753
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/TY86065407
http://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/vue-consult/mae_internet___traites/TRA20080064
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機構条約法条約に加入している。 
 国連事務局法務部は、この経緯を踏まえて 1982 年に以下のように述べている 8。 

 

 
 
 Interpol は国際機構だろうか。 
 
 
4．バーゼル銀行監督委員会 
 バーゼル銀行監督委員会（1974 年設立）は、自主資本規制など市中銀行に関するルー

ル 9を作成している（金融庁サイト）。 
  同委員会の法的地位は同委員会憲章 3 条（“Legal status”）に記されており、構成員につ

いては 4 条に定められている（構成員一覧）。 
 バーゼル銀行監督委員会は国際機構だろうか。 
 
 
5．南極条約事務局 10 
 南極条約（外務省サイト）9 条は条約当事国（の一部の）代表の会合について定めてい

るが、そのための機構については沈黙している。南極条約事務局サイトには、2004 年 9
月 1 日に事務局が“formally began operations”と記されている。設立文書は南極条約事務

局に関する措置 1 (2003)であり、事務局が所在するアルゼンチンとの間で本部協定が締

結されている 11。 
 

8 United Nations Juridical Yearbook 1982, pp. 179-180. 

9 久保田隆「金融監督規制に関する国際制度の展開」論究ジュリスト 19 号（2016 年）43 頁、

藤田勉『グローバル金融規制入門』（中央経済社、2015 年）。渡部訓「金融システム安定のため

の国際協力の起源と発展」経営と制度 8 号（2010 年）1 頁。 

10 柴田明穂「南極条約事務局設置の法的意義」岡山大学法学会雑誌 53 巻 3・4 号（2004 年）

533 頁。 

11 それぞれ、南極条約協議国会議 26 回会期最終報告書の 50-52 頁、53-61 頁に掲載されてい

る。 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-3&chapter=23&clang=_en
http://www.bis.org/bcbs/
https://www.bis.org/bcbs/history.htm
https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/index.htm/
https://www.boj.or.jp/finsys/intlact_fs/kisei/index.htm/
http://www.fsa.go.jp/inter/bis/bis_menu.html
http://www.bis.org/bcbs/charter.htm
http://www.bis.org/bcbs/membership.htm
http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/s_pole.html
https://www.ats.aq/e/secretariat.html
https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/volumes/1982/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB04136131
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB04958716
http://hdl.handle.net/10748/3339
http://hdl.handle.net/10748/3339
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00079611
http://www.nti.org/media/pdfs/antartic_consultative_meeting.pdf?_=1316542588
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 南極条約事務局は国際機構だろうか。 
 
 
6．赤十字国際委員会（ICRC） 
 同委員会サイトの Q4「ICRC は NGO？ それとも国際機関？」を参照されたい。外務

省サイトによれば、「スイスの国内法人ですが、ジュネーブ諸条約にもその役割が明記

されています」とある（同委員会サイトも参照）。 
 同委員会とスイス連邦参事会との 1993 年の合意は、その第 1 条で、上記 1. 国際決済

銀行とスイス連邦参事会との 1987 年の合意とほぼ同文の規定を置いている。 
 ICRC は国際機構だろうか 12。 
 
 
7. グローバルファンド（The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）13 
 グローバルファンドは、発展途上国におけるエイズ・結核・マラリア対策のために資

金を提供する仕組みとして、2002 年にスイス法人として設立された。定款 1 条には、ジ

ュネーヴ商業登記簿に登記されることが定められている。ファンドの理事会において投

票権を有する理事 20 名のうち、5 名が私的アクター（先進国 NGO、途上国 NGO、企業、

財団、被援助集団）の代表とされている（定款 7 条 1 項）。 
 グローバルファンドもスイス連邦参事会と合意を 2004 年に締結しており、やはり、

「国際法人格とスイスにおける法的資格」が認められている（1 条）。さらに、その合意

においてはスイスにおいてグローバルファンドが享有する免除についても詳細な規定

が置かれている。また、アメリカ合衆国の国際機構免除法においても、Global Fund は免

除を共有する「公的国際機構（a public international organization）」とされている（冒頭の定義

条項。§288f-6 も参照）。加えて、Global Fund の支援を受ける 10 か国が Global Fund に特

権免除を与える「合意」の当事国となっている。その上、Global Fund の職員は、雇用問

題に関する紛争につき国際労働機関（ILO）行政裁判所を利用することができる。 
 グローバルファンドは国際機構だろうか。 
 
 
II. 国連以外の国際機構（に類似する存在）と国連との関係 
 ある国際的な仕組みを創設する際、それと国連との関係をどうするか、ということが

しばしば問題となる。 
 

 
12 望月康恵「赤十字国際委員会（ICRC）の実態と活動」関西学院大学人権研究 18 号（2014
年）1 頁。 

13 濵本正太郎「国際法から見た公私パートナーシップ」法律時報 93 巻 1 号（2021 年）60 頁。 

http://jp.icrc.org/faq/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000049927.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000049927.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/giteisho.html
http://jp.icrc.org/humanity/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/switzerland/data.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19930062/index.html
https://www.theglobalfund.org/en/
https://www.theglobalfund.org/media/6008/core_globalfund_bylaws_fr.pdf?u=637319006273270000
https://www.theglobalfund.org/en/board/members/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20050774/index.html
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title22/html/USCODE-2024-title22-chap7-subchapXVIII.htm
https://www.theglobalfund.org/en/news/2019/2019-04-17-global-fund-agreement-on-privileges-and-immunities-enters-into-force/
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-oxio/e347.013.1/law-oxio-e347-regGroup-1-law-oxio-e347-source.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_100042.pdf
http://hdl.handle.net/10236/11888
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00090887
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1. 専門機関と related organizations 
 専門機関 (specialized agencies)（憲章 57 条）は、独立の国際機構であって、国連と特定

の協力関係にあるものを指す（憲章 58 条・63 条・64 条・66 条・70 条）。公定訳では専門

「機関」と訳されているが、それぞれが個々の国際機構であることに注意されたい。こ

れらが国連とは別個の国際機構として設立されたのには、国連設立当初は国連が普遍的

参加を得られるとの確証はなかったこと、専門技術的問題は政治的問題と切り離すのが

安全と考えられたこと、国連加盟国の全てがこれら専門技術的問題の全てに関与しよう

とはしないだろうと予測されたこと、等の事情がある 14。具体的な協力関係は、当該専

門機関と国連との間に締結される協定（憲章 57 条 1 項、63 条）に定められる（例、WIPO

と国連との協定）。 
 専門機関となるメリットは何か。上記協定に基づいて国連の活動に一定程度参加でき

る（参照、WIPO と国連との協定 3 条）ことのほか、法的には、国連専門機関特権免除条約

の適用を受けるようになることが重要である（第 2 部 10.の講義資料参照）。ただし、それ

以外にどういうメリットなり特徴なりがあるのかは、必ずしもはっきりしない。 
 国連サイトを見ると、”UN family”なる表現に気がつく。また、the United Nations System
と呼ばれることもある。The United Nations System の PDF を見てみると、そこに専門機

関が含まれていることが判る。よく見てみると、報道等で頻繁に目にする IAEA や WTO
が専門機関ではなく“related organizations”なるカテゴリーに含まれている。なぜ、IAEA
や WTO は専門機関ではないのだろうか。IAEA については国連憲章 57 条を読み直して

みれば気がつくだろう。IAEA は、経済社会理事会とのみならず、総会や安保理とも一

定の関係を結んでおり、とりわけ安保理との関係は密である（1956 年の国連と IAEA と

の合意〔1957 年発効〕）。Related organizations に含まれているものを見て、IAEA と同じ

ような事情で説明できそうなものは他にないか考えてみよう。 
 WTOについてはどうだろうか。公式文書にはほとんど記録が残されていないが、WTO
設立準備委員会において国連との公式な制度的関係に入る必要はないとされ（WT/PC/R, 
para. 54）、それに基づいて国連に対して限定的範囲での協力関係に入りたい旨の書簡

（E/1995/125, Annex I）が送られ、それに留意するとする経社理決議 1995/322（E/1995/95, 
p. 95）が出されている。さらに、WTO サイトなどを見ながら考えてみよう 15。 
 国際刑事裁判所（ICC）も専門機関ではない。ローマ規程起草時、専門機関としての

設立の可能性も検討されていた（設立準備委員会報告書 A/AC.249/1998/L.10, para. 22）が、ス

イ ス が ICC の 国 連 か ら の 独 立 性 確 保 の 必 要 性 を 強 調 す る コ メ ン ト

 
14 Henry G. Schermers and Niels M. Blokker, International Institutional Law, 6th revised ed., Leiden, 
Brill, 2018, pp. 1136-1137, §1692. 

15 John Jackson, The World Trade Organization: constitution and jurisprudence, London, Royal Institute 
of International Affairs, 1998, p. 52 では、WTO 構成国の間に国連の非効率性に関する不信があっ

たとされている。 

https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305623
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/305623
https://www.un.org/en/model-united-nations/un-family-organizations
https://www.un.org/en/about-us/un-system
https://www.un.org/en/about-us/un-system
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1959/infcirc11.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1959/infcirc11.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/WT/PC/R.pdf&Open=True
https://undocs.org/e/1995/125
https://docs.un.org/E/1995/95
http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_un_e.htm
https://www.icc-cpi.int/resource-library#coreICCtexts
https://www.legal-tools.org/doc/3186ae/
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/EB07218772
https://kuline.kulib.kyoto-u.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB00246314
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（A/AC.249/1998/WG.7/DP.1〔英訳〕, paras. 1-7）を出し（ただし専門機関として設立する選

択肢を明示的に否定してはいない）、その後は専門機関としての設立は検討されていない

（ 設 立 準 備 委 員 会 報 告 書 A/AC.249/1998/L.19 に 2 条 の 案 と し て 示 さ れ て い る

A/AC.249/1998/WG.8/CRP.1）。 
 では、これら related organizations と専門機関とは、どのような違いがあるか。まず、

related organizations は専門機関ではないので、国連専門機関特権免除条約の対象になら

ない。たとえば、ICC を見ると、その特権免除はローマ規程 48 条に根拠を置く。つま

り、ICC は、もし専門機関であったならば中国・インド・ロシアなどで特権免除を享有

するが（専門機関特権免除条約当事国リスト）、専門機関ではないのでローマ規程非当事国

たるこれら諸国（ローマ規程当事国リスト）で特権免除を享有することはない。 
 ただし、この点を除けば、専門機関との違いは必ずしも明らかではない。まず、related 
organizations も、United Nations Common System に参加することができる（United Nations 

Common System と United Nations System とは異なることに注意）。Common System に参加する

と、職員の給与や待遇につき共通の規則に従うことができ、個々の related organizations
がそのような規則を一から作らなくても良くなる上、これに参加する国際機構間での転

職が容易になる（＝適材適所の雇用が容易になる）というメリットがある。また、職員の

雇用に関する紛争について国連の内部司法手続（行政裁判所）を用いることが可能であ

る（例、ITLOS と国連上訴裁判所との合意）16。それ以外にも、国連との協力関係の具体的

なところは国連との協定（上記）次第であるので、専門機関と比べて国連との関係が薄

くなるとは当然には言えない。 
 
2. 人権条約機関 
 やや変わった立場にあるのが、人権条約により設置される条約機関である 17。たとえ

ば、自由権規約人権委員会の場合、その根拠は市民的及び政治的権利に関する国際規約

（自由権規約）28 条以下の諸規定である。国連との協力関係は 35 条・36 条・37 条・43
条に定められている。これを見る限り、あたかも国連機関のように見え、報道でも「国

連の自由権規約委員会」と表現されることが多いが、総会や安保理の補助機関ではなく

あくまで条約（自由権規約）に基づいて設立された機関であるため、厳密には国連機関

ではない。国連加盟国のすべてが自由権規約の当事国になる必然性はどこにもないこと

を考えると、なぜ国連が委員に謝金を支払い（35 条）、委員会が国連職員の支援を受け

て国連の施設を利用できる（36 条・37 条）のか、説明がつかないとも考えられる（自由

権規約起草時におけるソ連の主張。E/CN.4/SR.240, p. 9; E/CN.4/SR.243, p. 10）。これに対

 
16 Related organizations は、国連の内部司法手続ではなく ILO の行政裁判所を利用することもで

きる。ただし、これは専門機関についても同様であり、この点においても専門機関と related 
organizations との間に差はない。 

17 その役割については、「国際法（対人管轄・紛争）」で学ぶ。 

http://www.legal-tools.org/doc/a0d55c/
http://www.legal-tools.org/doc/3dd657/
http://www.legal-tools.org/doc/5e63fa/
http://www.legal-tools.org/doc/8b3ce0/
https://www.icc-cpi.int/resource-library#coreICCtexts
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-2&chapter=3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en
https://icsc.un.org/Home/CommonSystem
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/itlos_un_appeals_tribunal_en.pdf
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies
https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://digital.asahi.com/articles/ASS2N6KH0S2NPTIL00P.html
https://digital.asahi.com/articles/ASS2N6KH0S2NPTIL00P.html
https://uvallsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/E-CN_4-SR_240.pdf?null
https://uvallsc.s3.amazonaws.com/travaux/s3fs-public/E-CN_4-SR_243.pdf?null
https://www.ilo.org/ilo-administrative-tribunal/organizations-recognizing-jurisdiction
https://www.ilo.org/ilo-administrative-tribunal/organizations-recognizing-jurisdiction
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し、フランス代表（René Cassin）が、ソ連の問題提起は「原則の問題」にかかるとした

上で、国連加盟国全体で負担すべきと述べ（E/CN.4/SR.243, p. 10）、多数決でフランスの

主張が支持されている（同 p. 13）。フランスの主張は法的にどう根拠付けるべきであろ

うか。 
 なお、自由権規約人権委員会として国際法人格を有することを示すものは一切なく、

自由権規約人権委員会それ自身が国際機構であるとは言えない。 
 

以上 


